
令和７年度児童相談所虐待相談受付件数の内訳 

（政令指定都市・児童相談所設置市を除く） 

 

（比率は、小数点以下第２位を四捨五入した小数点以下第１位までを表記しました。このため、百分率の合計が 100％

にならないことがあります。） 

 

１ 児童相談所別件数 

                              (件) 

中 央 平 塚 鎌倉三浦地域 小田原 厚 木 綾瀬 計 

２，２６１ １，８６７ ７０４ １，０３６ １，７３１ １，１８５ ８，７８４ 

 

 

２ 内容別件数の年次推移（５年間）               

・ 引き続き心理的虐待が最も多く、全体の半数を上回っています。 

                                    （件） 

 
身体的虐待 

保護の怠慢

ないし拒否 
心理的虐待 性的虐待 計 

３年度 １，２００ １，１９８ ４，２９２ ５２ ６，７４２ 

４年度 １，２５５ １，４２４ ４，５６０ ５１ ７，２９０ 

５年度 １，２５３ １，５０３ ４，６２７ ６６ ７，４４９ 

６年度 １，３７７ １，５７２ ５，００５ ６９ ８，０２３ 

７年度 
１，４３９ 

（１６．４％） 

１，７３３ 

（１９．７％） 

５，５６７ 

（６３．４％） 

４５ 

（０．５％） 

８，７８４ 

（１００％） 

 

 

３ 対象年齢別件数の年次推移（５年間）  

・ 乳幼児が合計3,109件、小学生が3,085件で、それぞれが全体の４割近くを占めています。 

・ 中学卒業以上が1,004件と前年度比117件(13.2％)増加しています。 

                                        （件） 

 乳児 

（０才児） 
幼児 小学生 中学生 

中学卒業 

以上 
計 

３年度 ４６１ ２，３５０ ２，２２６ １，０７２ ６３３ ６，７４２ 

４年度 ５１６ ２，４７８ ２，４１８ １，１４４ ７３４ ７，２９０ 

５年度 ４７３ ２，４０２ ２，６１７ １，１６３ ７９４ ７，４４９ 

６年度 ５６５ ２，４８５ ２，７５７ １，３２９ ８８７ ８，０２３ 

７年度 
４９５ 

（５．６％） 

２，６１４ 

（２９．８％） 

３，０８５ 

（３５．１％） 

１，５８６ 

（１８．１％） 

１，００４ 

（１１．４％） 

８，７８４ 

（１００％） 

 

 

資 料 

 



 

 

４ 経路別件数の年次推移（５年間）                    

・ 引き続き警察からの通告が最も多く、全体の５割近くを占めています。 

                                                            （件）                                                                 

 
家族 

親戚 

近隣 

知人 

子ども 

本人 
市町村 児童委員 保健機関等 医療機関 

３年度 １，０１７ ９８６ １５４ ４０５ ８ １５ １７７ 

４年度 １，０７２ ８８０ １２３ ４６６ ７ １２ １７８ 

５年度 １，０９４ ８８８ １４６ ５１２ ５ ３６ １６４ 

６年度 １，１６４ ７７３ １５０ ５９５ ３ １８ １９４ 

７年度 
１，２２０ 

（１３．９％） 

７６６ 

（８．７％） 

１７５ 

（２．０％） 

７１３ 

（８．１％） 

２ 

（０．０％） 

５ 

（０．１％） 

１６８ 

（１．９％） 

 

児童福祉 

施設等 
警察 学校等 

他の 

児童相談所 
その他 計 

６２ ２，７７６ ６２６ ４００ １１６ ６，７４２ 

１１２ ３，１１７ ７２３ ４７０ １３０ ７，２９０ 

８６ ２，９９０ ９１６ ４６８ １４４ ７，４４９ 

１３２ ３，４９１ ９２８ ４０５ １７０ ８，０２３ 

１１１ 

（１．３％） 

４，２２３ 

（４８．１％） 

８１１ 

（９．２％） 

５１３ 

（５．８％） 

７７ 

（０．９％） 

８，７８４ 

（１００％） 

 

 

＜参考１＞ 

５県市別虐待相談受付件数                                        （件） 

  県所管 横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 

６年度 ８，０２３ ９，３６５ ４，２７０ １，７９８ ８９９ 

７年度 ８，７８４ １０，１８１ ４，５７１ １，９７２ ９９７ 

  ※横浜市は、虐待相談対応件数。 

 

＜参考２＞ 

虐待相談受付件数～児童相談所が当該年度内に児童の福祉に関する相談等を受けて、相談種別

を虐待相談として受け付けた件数のことを指します。 

虐待相談対応件数～児童相談所が児童虐待相談として受け付けたもののうち、当該年度中に指導

や措置等の対応を行った件数（前年度に未対応であったものを含む）のことを

指します。 

 


